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１ 「学校いじめ防止基本方針」作成の目的 

 平成２５年９月２５日、「いじめ防止対策推進法」が施行され、文部科学大臣は国の「いじめの

防止等のための基本的な方針」を示した。熊本県でも、法１２条の規定に基づき、国の基本方針を

踏まえ、「熊本県いじめ防止基本方針」を策定した。 

 法１３条には、次のように規定されている。 

（学校いじめ防止基本方針） 

第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に

応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。 

 さらに、法２２条に、いじめ防止等の対策のための組織について次のように規定されている。 

（学校におけるいじめ防止等の対策のための組織） 

第二十二条 学校は、当該学校におけるいじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校

の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成される

いじめの防止等の組織を置くものとする。  

 これらの条文を受け、本校でもこの基本方針を策定し、すべての児童が安心して学校生活を送り、

様々な活動に楽しく積極的に取り組むことができるよう、実効性のあるいじめ防止対策を講じるも

のとする。 

 

２ 「学校いじめ防止基本方針」の基本的考え方 

（１）いじめの防止 

  ・子どもに将来の夢やそれに挑戦する意欲をもたせることで、いじめを生まない土壌をつくり上

げる。 

  ・学校教育活動全体を通じ、すべての児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、

児童が円滑に他者とのコミュニケーションを図る能力を育てる。 

（２）いじめの早期発見 

   ・いじめへの迅速な対処の前提であり、すべての大人が連携し、児童のささいな変化に気づく力

を高める。 

  ・学校は、情報集約担当者を中心に、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、電話相談窓口

の周知等により、児童がいじめを訴えやすい体制を整備する。 

（３）いじめへの対処 

  ・いじめが認知された場合には、いじめを受けた児童の安全を確保し、いじめたとされる児童に

対して適切に指導するなど、組織的な対応を行う。 



（４）家庭や地域との連携 

  ・社会全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校関係者と家庭・地域と連携して

対策を推進する。 

（５）関係機関との連携 

  ・平素から、警察や児童相談所等の関係機関の担当者との情報交換や連絡会議の開催等、情報共

有体制を構築しておく。 

３ 学校いじめ防止のための具体的取組 

（１）道徳教育の充実 

   ・考え、議論する道徳への転換 

   ・いじめに関する内容の充実（低中：公正・公平、社会共生   中：相互理解、寛容 

                  高：よりよく生きる喜び） 

（２）わかる、楽しい授業づくり・学力向上の取組 

   すべての児童が授業に参加できる、授業場面で活躍できるための授業改善を行うとともに、学

力向上の取組をすることで、一人一人に自己肯定感をもたせ、いじめの未然防止につなげる。 

    ・校内研修を中心とした授業改善 ・「あそにし学習」の授業展開の推進 

   ・保護者と連携した家庭学習の充実 

 

（３）人権尊重、｢認め、ほめ、励まし、伸ばす」教育の推進 

   人権教育の精神をすべての教育活動の基底に置き、一人一人の存在や思いが大切にされる環境

を整える。 

      ・道徳教育・人権教育の充実 ・人権集会への参加 ・居場所のある学校 ・学級づくり 

   ・自己有用感の醸成 

 

（４）生徒指導の充実 

   基本的な生活習慣を整え、学校のきまりや学級の約束を守る節度ある児童を育てるとともに、

いじめや問題行動を未然防止するため、情報を広く収集する。 

      ・定期的な教育相談、個別面談 ・「心と体のアンケート」の実施（毎月） 

 

（５）児童会活動の取組 

    教師主導でなく、児童がいじめ問題を自分たちの問題としてとらえ、自分たちの手でいじめを

なくそうとする気持ちを高めていけるよう、児童会活動を充実させる。 

    ・心のきずなを深める月間 ・ピースフル阿蘇宣言の周知、学級化 

 

（６）保護者や地域と連携した取組 

      いじめ防止のために、学校の基本方針を様々な機会で説明するとともに、家庭や地域での子育 



て、見守り、情報収集など連携して取り組む。ネット上のいじめ（メール・オンラインゲーム・

SNS 等）防止についても、啓発を行う。 

    ・ＰＴＡ役員会、総会の活用 ・学校運営協議会 ・民生委員会 ・地区懇談会  

 

（７）ＰＤＣＡサイクルの活用 

      いじめ防止対策年間行動計画にＰＤＣＡサイクルを位置づけ、年間の取組について検証を行い、

行動計画の改善を進める。 

    ・取組評価アンケートの実施  ・アンケートの分析と改善策の検討 

 

（８）いじめ防止対策推進委員会の設置 

   いじめ防止対策委員会を設置し、いじめ防止に係る取組の実施や具体的な年間計画の作成・実

行・検証・修正の中核となる役割を担う。また、いじめに関する相談の窓口となり、児童の問題

行動等に係る情報の収集と記録、共有、解消に向けた対策の中心を担う。 

必要に応じて、ＰＴＡ役員、学校運営協議会委員、民生委員等の参加を求め、取組についての

意見や要望を得るとともに、広く情報の収集に努める。 


